
 

請 願 文 書 表 

受理年月日 平成 29 年 11 月 10 日 

請 
 

願 
 

者 

近江八幡市武佐町６９０ 

市民が考える庁舎の会 代表 小西 理 

 

近江八幡市本町四丁目２４ 

市民が考える庁舎の会 副代表 福本 幸夫 

 

近江八幡市北之庄町７４２－５ 

市民が考える庁舎の会 副代表 檜山 秋彦 

 

受 理 番 号  請 願 第   ４   号 

請 願 件 名  税金のムダ遣いを改め、「小さな庁舎で大きな福祉」の実現を求める請願 

  請 

 

 

 

  願 

 

 

 

  要 

 

 

 

  旨 

【請願趣旨】 

 市民が考える庁舎の会は、“小さな庁舎で大きな福祉”をスローガンに税金の

使い方を「市民生活の充実を図る」視点から見直して、現在及び将来的な本市の

人口規模に見合った庁舎建設を望む立場から、「『近江八幡市庁舎整備等基本計

画』の是非を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求署名に取り組みました。 

 その結果、わずか 1 か月の期間内に法定数の６倍以上、有権者の１２パーセン

トを超える８,１１８筆という多くの署名が寄せられました。これを受けて招集

された臨時市議会は７月２８日、「条例案」を否決しました。重要なことは、今

回の直接請求署名運動を通じて、市が公表している新庁舎整備計画の実態がほと

んどの市民に周知されていないことが明らかになり、実情を知った市民の多く

が、「なぜ、病院跡地でないのか」「なぜ、こんな巨額な建設費になるのか」な

ど、改めて疑問や意見をもって署名が大きく広がったことです。 

 市民からの「基本計画」に対する疑問や危惧が払拭されないまま、強引に現行

計画を推し進めることは、市政の主人公である市民を無視する行為であり、決し

て見過ごすことはできません。市はこの間の市民からの批判を受け、「立体駐車

場の取りやめ」を発表しましたが、建設費の総額は当初の９５億円から９８億円

へと逆に増額され、１００億円を超える可能性も出てきています。 

 私たちは、今議会で予定されている関連予算の議決を中止し、市民への説明責

任をしっかりと果たすことを求めます。そして、市政の主人公である市民の意見

を真摯に聞き取る努力を最大限に尽くし、来年の市長選挙で「基本計画」につい

て市民の審判を仰いだ後に工事に着手することを強く求めるものです。 

 以上のことから、以下の内容を請願いたします。 

 

【請願項目】 

 新庁舎の建設に係る関連予算の議決は、平成３０年４月の市長選挙後に行うこ

と。 

 

紹介議員  川崎 益弘   加藤 昌宏 


